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(57)【要約】
【課題】設置場所に広い面積の平面がない場合であって
も、設置場所に応じた専用の設置用器具等を用いず、容
易に設置可能な光電変換素子モジュールを提供する。
【解決手段】光電変換素子モジュール１００は、複数の
基板１と、前記複数の基板１のそれぞれに設けられた光
電変換素子１００ａ、１００ｂとを備え、前記光電変換
素子１００ａ、１００ｂ同士は、可とう性を有する平坦
状のケーブル９で電気的に接続されていることを特徴と
する
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基板と、
　前記複数の基板のそれぞれに設けられた光電変換素子とを備え、
　前記光電変換素子同士は、可とう性を有する平坦状のケーブルで電気的に接続されるこ
と
　を特徴とする光電変換素子モジュール。
【請求項２】
　前記光電変換素子は、一対の電極と、前記一対の電極間に設けられ各電極と接触する光
電変換部と、前記一対の電極と接触し前記光電変換部を包囲する封止材とを有し、
　前記光電変換素子の少なくとも一つは、前記一対の電極の少なくとも一方における前記
光電変換部側の面が、前記封止材と接触する領域の外側に非接触領域を有し、
　前記ケーブルの一端は、前記光電変換素子の前記非接触領域と電気的に接続されること
　を特徴とする請求項１に記載の光電変換素子モジュール。
【請求項３】
　前記光電変換素子は、一対の電極と、前記一対の電極間に設けられ各電極と接触する光
電変換部と、前記一対の電極と接触し前記光電変換部を包囲する封止材とを有し、
　前記ケーブルの一端は、少なくとも前記光電変換素子の1つにおいて、前記一対の電極
の一方における前記光電変換部と反対側の面で前記光電変換素子と電気的に接続されるこ
と
　を特徴とする請求項１に記載の光電変換素子モジュール。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光電変換素子が電気的に接続されている光電変換素子モジュールに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、エネルギー資源の有効活用の観点から、光エネルギーを電気エネルギーに変換す
る太陽電池が注目されている。太陽電池として、シリコン結晶型の太陽電池や色素増感型
の太陽電池が知られている。中でも、色素増感型の太陽電池は、シリコン結晶系の太陽電
池よりも安価に製造可能であることから注目されており、さらなる光電変換効率の向上を
目指して種々の開発が行われている。
【０００３】
　色素増感型の太陽電池に用いられる光電変換素子は、一般に、透明基板上に設けられて
おり、透明電極である透明導電層と、透明導電層に対向して配置される対向電極と、透明
導電層と対向電極の間に設けられる光電変換部とを主要な構成要素としている。この光電
変換部は、透明導電層の対向電極側に設けられた半導体電極層と、半導体電極層に担持さ
れる光増感色素と、半導体電極層の周囲に充填される電解質部とを主要な構成要素として
いる。電解質部は、例えばＩ－／Ｉ３

－などの酸化還元系（レドックス対）を含む電解液
などで構成されている。
【０００４】
　このような色素増感型の光電変換素子では、入射された可視光によって光増感色素中の
電子が励起され、励起された光増感色素から半導体電極の伝導帯に電子が注入され、外部
回路へと流れ出る。外部回路から戻ってきた電子は対向電極にてトリヨウ化物イオン（Ｉ

３
－）を還元し、電子を失い酸化された光増感色素がヨウ化物イオン（Ｉ－）により再還

元され、こうして発電が行われる。
【０００５】
　下記特許文献１には、このような色素増感型の光電変換素子が、１枚の透明基板上に複
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数設けられ、各素子同士が電気的に接続された色素増感型の太陽電池モジュールが開示さ
れている。
【特許文献１】特開２００７－２２０６０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、太陽電池モジュールは、使用用途の広がりと共にさまざまな場所への容易な設置
が求められている。
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載の太陽電池モジュールは、太陽電池モジュールを構成してい
る複数の色素増感型の太陽電池素子が、１枚の基板に設けられている。このため、太陽電
池モジュールから大電流を取り出そうとすると、太陽電池素子の数が多くなり、基板の面
積が大きくなってしまう。このような基板面積の大きな太陽電池モジュールを設置する場
合には、設置場所に太陽電池モジュールの基板面積よりも広い面積の平面が必要であった
。しかし、住宅の屋根や建築物の外壁等には、必ずしも広い面積の平面があるとは限らな
い。例えば、設置場所として、小さな面積の複数の平面が、互いに段差を介して並んでい
るような階段状の場所がある。このような場所に太陽電池モジュールを設置する場合、太
陽電池モジュールを配置することができる広い平面を有する部材と、設置場所の段差に合
わせて高さが調整され、太陽電池モジュールが配置される部材を支える台座とを有する、
設置場所に応じた専用の設置用器具が用いられていた。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、設置場所に広い面積の平面がない場合であっ
ても、設置場所に応じた専用の設置用器具等を用いず、容易に設置可能な光電変換素子モ
ジュールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による光電変換素子モジュールは、複数の基板と、前記複数の基板のそれぞれに
設けられた光電変換素子とを備え、前記光電変換素子同士は、可とう性を有する平坦状の
ケーブルで電気的に接続されることを特徴とするものである。
【００１０】
　このような構成の光電変換素子モジュールは、複数の基板のそれぞれに光電変換素子が
設けられており、各光電変換素子同士が、可とう性を有する平坦状のケーブルで接続され
ている。このため、例えば、複数の平面が互いに段差を介して並んでいる設置場所に光電
変換素子モジュールを設置する際、可とう性を有する平坦状のケーブルの撓みが、各平面
の間の段差の高さを吸収し、各平面に光電変換素子が設けられた基板を配置できる。従っ
て、設置場所に応じた専用の設置用器具等を用いず、容易に光電変換素子モジュールを設
置することができる。
【００１１】
　また、本発明において、前記光電変換素子は、一対の電極と、前記一対の電極間に設け
られ各電極と接触する光電変換部と、前記一対の電極と接触し前記光電変換部を包囲する
封止材とを有し、前記光電変換素子の少なくとも一つは、前記一対の電極の少なくとも一
方における前記光電変換部側の面が、前記封止材と接触する領域の外側に非接触領域を有
し、前記ケーブルの一端は、前記光電変換素子の前記非接触領域と電気的に接続されれば
好適である。
【００１２】
　このような構成の光電変換素子モジュールは、光電変換素子の少なくとも一つが、一対
の電極の少なくとも一方における光電変換部側の面において、封止材と接触する領域の外
側に非接触領域を有し、ケーブルの一端が、光電変換素子の非接触領域と電気的に接続さ
れる。このため、非接触領域にケーブルと電極との十分な接続面積を確保できる。従って
、光電変換素子とケーブルとの接続による電気的な抵抗が小さく、光電変換素子モジュー
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ルの内部抵抗を軽減でき、光電変換素子モジュールの光電変換効率を向上できる。
【００１３】
　或いは、本発明において、前記光電変換素子は、一対の電極と、前記一対の電極間に設
けられ、各電極と接触する光電変換部と、前記一対の電極と接触し前記光電変換部を包囲
する封止材とを有し、前記ケーブルの一端は、少なくとも前記光電変換素子の1つにおい
て、前記一対の電極の一方における前記光電変換部と反対側の面で前記光電変換素子と電
気的に接続されていれば好適である。
【００１４】
　このような構成の光電変換素子モジュールは、ケーブルの一端が、一対の電極の一方に
おける光電変換部と反対側の面で接続されるため、封止材が一対の電極と接触し光電変換
部を包囲する限りにおいて、電極の大きさを自由に構成できる。例えば、ケーブルが接続
されている電極は、封止材の外縁で囲まれた領域の直上の領域のみに設けることもできる
。この場合、ケーブルと接続されている電極の小型化が可能となり、従って、光電変換素
子モジュールの小型化ができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明にかかる光電変換素子モジュールによれば、設置場所に広い面積の平面がない場
合であっても、設置場所に応じた専用の設置用器具等を用いず、容易に光電変換素子モジ
ュールを設置することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の好適な実施形態を色素増感型の光電変換素子を用いた光電変換素子モジ
ュールを例に図面を用いて説明する。
【００１７】
　（第１の実施形態）
【００１８】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る光電変換素子モジュールを示す断面図である。
【００１９】
　図１において、光電変換素子モジュール１００は、２つの基板１上にそれぞれ設けられ
た光電変換素子１００ａ、１００ｂと、可とう性を有する平坦状のケーブル９とを備えて
おり、光電変換素子１００ａと光電変換素子１００ｂとは、ケーブル９によって電気的に
接続されている。
【００２０】
　まず、基板１及び光電変換素子１００ａ、１００ｂについて説明するが、光電変換素子
１００ａと光電変換素子１００ｂは、同じ構成であるため、光電変換素子１００ａについ
てのみ説明する。
【００２１】
　本実施形態において、基板１は、透明な材料から構成されている。また、基板１を構成
する材料は、電解液に対する耐性、及び、水蒸気、酸素等に対するガスバリア性に優れて
いることが好ましい。このような透明な材料は、可塑性のない材料として、ガラスを挙げ
ることができ、可塑性のある材料として、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリ
エチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエーテルスルフォン
（ＰＥＳ）などの樹脂を挙げることができる。また、基板１は、ガラスと上記樹脂の積層
体を用いて構成することもできる。
【００２２】
　光電変換素子１００ａは、基板１上に設けられた透明電極となる透明導電層２と、透明
導電層２と対向している対向電極５と、透明導電層２と対向電極５との間に設けられ、透
明導電層２と対向基板５とに接触する光電変換部３と、透明電極層２と対向基板５とに接
触し、光電変換部３を包囲するように設けられた封止材６とを主な構成要素として備えて
いる。
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【００２３】
　透明導電層２は、基板１における光電変換部３が設けられる側の面の全面を覆うように
設けられている。また、透明導電層２の光電変換部３側の面は、光電変換部３及び封止材
６と接触する領域と、この領域の外側で光電変換部３及び封止材６と接触しない非接触領
域２５とを有している。
【００２４】
　透明導電層２は、光電変換部３で生じる電荷を集電し電送する機能を有し、また、光電
変換部３に入射する光を透過する機能を有するため、導電性、光透過性の高い材料で形成
されている。このような透明導電層２を構成する材料としては、例えばスズ添加酸化イン
ジウム（Indium－Tin－Oxide：ＩＴＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、フッ素添加酸化スズ（
Fluorine－Tin－Oxide：ＦＴＯ）、アンチモン添加酸化スズ（Antimony－Tin－Oxide：Ａ
ＴＯ）などの導電性金属酸化物が挙げられる。透明導電層２は、単層でも、異なる導電性
金属酸化物で構成される複数の層の積層体で構成されてもよく、複数の層で構成される積
層体を用いると、各層の特性を反映させることが可能となることから好ましい。中でも、
ＩＴＯで構成される層と、ＦＴＯで構成される層との積層体を用いることが好ましい。こ
の場合、高い導電性、耐熱性及び耐薬品性を持つ透明導電層２が実現できる。
【００２５】
　透明導電層２を形成する方法としては、例えばスパッタ法、蒸着法、スプレー熱分解法
（ＳＰＤ：Spray Pyrolysis Deposition）及びＣＶＤ法などが挙げられる。中でも、スプ
レー熱分解法が短時間で容易に透明導電層２を形成できることから好ましい。透明導電層
２の厚さは、例えば０．００１μｍ～１０μｍの範囲にすればよい。
【００２６】
　対向電極５は、対向電極層５２と、対向電極層５２の光電変換部３とは反対側に設けら
れた対向電極基板５１とを備える。また、対向電極５の光電変換部３側の面は、光電変換
部３及び封止材６と接触する領域と、この領域の外側で光電変換部３及び封止材６と接触
しない非接触領域５５とを有する。具体的には、対向電極層５２が、封止材６の外縁で囲
まれる領域の直上の領域から、封止材６の外縁で囲まれる領域の直上の領域の外側まで延
在している。
【００２７】
　対向電極層５２は、白金、チタン、炭素系材料、導電性高分子や、ＩＴＯ、ＦＴＯ、Ａ
ＴＯ等の導電性酸化物等の材料で構成することができる。
【００２８】
　また、対向電極基板５１は、対向電極基板５１に導電性を持たせる場合には、チタン、
ニッケル、金等の金属材料、ＩＴＯ、ＦＴＯ等の導電性酸化物、あるいは導電性高分子等
で構成することができ、対向電極基板５１に導電性を持たせる必要がない場合には、ガラ
ス、ＰＣ、ＰＥＴ等で構成することができる。
【００２９】
　さらに、対向電極層５２及び対向電極基板５１の双方に透明な材料を用いれば、対向電
極５を透明とすることができる。この場合には、対向電極５側からも光を取り込むことが
できる。
【００３０】
　なお、対向電極層５２が十分な強度を保つことができれば、対向電極板５１を省略する
こともでき、この場合、対向電極５が、対向電極層５２のみから構成される。この場合、
対向電極層５２の材料としては、チタンや白金が用いられる。
【００３１】
　光電変換部３は、半導体層３１と、半導体層３１に担持される図示しない光増感色素と
、半導体層３１の周囲に設けられる電解質部３２とを有している。
【００３２】
　半導体層３１は、透明導電層２上に設けられ、例えば酸化物半導体の粒子で構成される
酸化物半導体多孔膜から成る。酸化物半導体の材料としては、例えば酸化チタン（ＴｉＯ
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２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）、
チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化インジウム（Ｉ
ｎ３Ｏ３）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化タリウム（Ｔａ２Ｏ５）、酸化ランタ
ン（Ｌａ２Ｏ３）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、酸化ホスホニウム（Ｈｏ２Ｏ３）、
酸化ビスマス（Ｂｉ２Ｏ３）、酸化セリウム（ＣｅＯ２）、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）が挙
げられ、これらの材料を１種用いたものでも良く、あるいは２種以上用いたものでも良い
。２種類以上用いた場合には、粒子をコアシェル構造としても良い。
【００３３】
　粒子の平均粒径としては、特に限定されるわけではないが、例えば１～１０００ｎｍで
あることが必要な比表面積を確保するという理由から好ましい。また、半導体層３１の厚
さは、例えば０．５～５０μｍであればよい。
【００３４】
　酸化物半導体多孔膜を形成するためには、例えば上記酸化物半導体粒子を塗布し、焼結
させることにより得ることができる。
【００３５】
　光増感色素は、例えばビピリジン構造、ターピリジン構造などを含む配位子を有するル
テニウム錯体や、エオシン、ローダミン、メロシアニンなどの有機色素が挙げられる。
【００３６】
　光増感色素を半導体層３１に担持させるためには、例えば、光増感色素を含有する溶液
を半導体層３１に浸漬させることによって、光増感色素を酸化物半導体多孔膜に吸着させ
ればよい。
【００３７】
　電解質部３２は、例えば電解液となっており、電解液は、例えばＩ－／Ｉ３

－などの酸
化還元対と有機溶媒とを含んでいる。有機溶媒としては、アセトニトリル、メトキシアセ
トニトリル、メトキシプロピオニトリル、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネー
ト、ジエチルカーボネート、γ－ブチロラクトンなどを用いることができる。酸化還元対
としては、例えばＩ－／Ｉ３

－のほか、臭素／臭化物イオンなどの対であってもよい。
【００３８】
　電解質部３２としては、イオン液体電解質にＳｉＯ２、ＴｉＯ２、カーボンナノチュー
ブなどのナノ粒子を混練してゲル状となった擬固体電解質であるナノコンポジットイオン
ゲル電解質を用いてもよい。イオン液体電解質としては、例えば１－エチル－３－メチル
イミダゾリウム　ビス（トリフルオロメチルスルホニル）イミドに、１－エチル－３－メ
チルイミダゾリウムヨーダイド、ＬｉＩ、Ｉ２、４－ｔ－ブチルピリジンを所定量溶解し
たものなどが挙げられる。
【００３９】
　電解質部３２を半導体層３１の周囲に設ける方法としては、電解質部３２が電解液であ
る場合には、半導体層３１に対向するように対向電極５を配置し、対向電極５の周囲を封
止材６で封止した後、封止材６に形成した電解液を注入するための注入口を通して電解液
を注入する方法が挙げられる。また、電解質部１３が上記ナノコンポジットイオンゲル電
解質である場合には、上記ナノコンポジットイオンゲル電解質を含むペーストを用意し、
これを例えばスクリーン印刷法等によって塗布する方法が挙げられる。
【００４０】
　上記電解質層の厚さは、特に限定されるものではないが、例えば、５０μｍ以下であれ
ば、電解液の電気抵抗が抑えられるという理由から好ましい。
【００４１】
　封止材６は、電解質部３２に対する耐性が必要であるため耐薬品性に優れ、また、水蒸
気、酸素等に対するガスバリア性に優れた材料が好ましい。このような、封止材６の材料
としては、例えば、アクリル系樹脂封止材、フッ素系樹脂封止材、シリコーン系樹脂封止
材、エポキシ系樹脂封止材、オレフィン系樹脂封止材、シラン変性樹脂含有封止材、ホッ
トメルト系封止材等を用いることができる。
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【００４２】
　透明導電層２の光電変換部３側の面における非接触領域２５には、端子７が設けられて
いる。端子７は、導電層７１とはんだ層７２から構成されている。導電層７１は、金、銀
、銅、白金、アルミニウム等の金属を用いて構成することができる。導電層７１は、例え
ば、銀ペーストを印刷により塗布し、加熱・反応させて形成すればよい。また、はんだ層
７２は、例えば、Ｓｎ－Ｐｂ等の共晶タイプや、Ｓｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ｃｕ、Ａｎ－Ａｇ－
Ｃｕ、Ａｎ－Ｚｎ、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｂ等の非鉛タイプの低融点はんだを用いて構成すること
ができる。
【００４３】
　対向電極層５２の光電変換部３側の面における非接触領域５５には、端子８が設けられ
ている。端子８は、導電層８１とはんだ層８２とから構成され、導電層８１が対向電極層
５２上に設けられており、導電層８１上に、はんだ層８２が形成されている。導電層８１
の材料は、対向電極層５２の材料により異なるが、対向電極層５２が、白金、チタンの場
合には、高融点はんだが用いられる。対向電極層５２が、ＩＴＯ、ＦＴＯ、ＡＴＯ等の導
電性酸化物の場合には、導電層７１と同様の材料が用いられる。はんだ層８２は、低融点
はんだで形成されている。
【００４４】
　次に、光電変換素子モジュール１００について説明する。
【００４５】
　光電変換素子モジュール１００は、光電変換素子１００ｂから光電変換素子１００ａに
電流が流れるように、光電変換素子１００ａと光電変換素子１００ｂとが、ケーブル９に
より電気的に直列に接続されている。具体的には、ケーブル９の一端が光電変換素子１０
０ａの端子７に接続され、ケーブル９の他端が光電変換素子１００ｂの端子８に接続され
ている。
【００４６】
　ケーブル９には、銅等の導体箔をラミネート材で挟んでいるＦＰＣ（Flexible Printed
 Circuit）や、極細のケーブルを複数平面状に束ねたフラットケーブルアセンブリ等を用
いることができる。
【００４７】
　なお、光電変換素子１００ａの端子８及び光電変換素子１００ｂの端子７は、図示しな
い負荷と接続される。
【００４８】
　本実施形態の光電変換素子モジュール１００によれば、光電変換素子モジュール１００
の２つの光電変換素子１００ａ、１００ｂが、２つの基板１上にそれぞれ設けられて、可
とう性を有する平坦状のケーブル９により電気的に接続されている。このため、例えば、
複数の平面が互いに段差を介して並んでいる階段状の設置場所に光電変換素子モジュール
１００を配置する際、設置場所の段差に応じてケーブル９が撓み、設置場所の各平面に光
電変換素子１００ａ、１００ｂが設けられた各基板１が配置できる。従って、設置場所に
応じた専用の設置用器具等を用いず、容易に光電変換素子モジュール１００を設置場所に
設置することができる。
【００４９】
　この効果について、図２を用いて具体的に説明する。図２は、光電変換素子モジュール
１００を部材Ｓ上に設置する状態を示す斜視図である。部材Ｓは、例えば屋根の一部等で
あり、階段状の形状をしている。部材Ｓは、段差Ｓｔを介して並んでいる２つの平面Ｓ１
とＳ２とを有している。そして、光電変換素子１００ａが平面Ｓ１上に配置され、光電変
換素子１００ｂが平面Ｓ２上に配置される。
【００５０】
　この際、各光電変換素子１００ａ、１００ｂは、基板１側から光を取りこんで、光電変
換部３で光電変換を行うため、基板１が平面Ｓ１、Ｓ２とは反対側を向いて設置される。
【００５１】
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　光電変換素子１００ａ、１００ｂは、可とう性を有する平坦状のケーブル９により接続
されているため、ケーブル９が、段差Ｓｔの高さに合わせて撓んだ状態で、光電変換素子
１００ａ、１００ｂが、それぞれ平面Ｓ１、Ｓ２に配置される。このようにケーブル９の
撓みが、段差Ｓｔによる平面Ｓ１と平面Ｓ２の高さの差を吸収する。このため、段差Ｓｔ
の高さに応じた専用の設置用器具等を用いず、光電変換素子モジュール１００を部材Ｓ上
に設置することができる。
【００５２】
　また、各光電変換素子１００ａ、１００ｂは、平坦状のケーブル９で接続されているの
で、通常のケーブルを用いて接続した場合に比べて、ケーブル９と光電変換素子１００ａ
、１００ｂに設けられた端子７、８との接続幅が大きい。さらに、光電変換素子１００ａ
、１００ｂは、非接触領域２５、５５を有し、ケーブル９が、非接触領域２５、５５で電
気的に接続されているため、非接触領域２５、５５にケーブル９との十分な接続面積を確
保できる。このため、光電変換素子１００ａ、１００ｂとケーブル９との接続による電気
的な抵抗が小さく、光電変換素子モジュール１００の内部抵抗を軽減でき、光電変換素子
モジュール１００の光電変換効率を向上できる。また、ケーブル９と各光電変換素子１０
０ａ、１００ｂとの電気的な接続作業が容易である。
【００５３】
　また、光電変換素子１００ａは、透明電極層２の光電変換部３側の非接触領域２５に設
けられた端子７とケーブル９とが電気的に接続され、光電変換素子１００ｂは、対向電極
５の光電変換部３側の非接触領域５５に設けられた端子８とケーブル９とが電気的に接続
されている。このため、部材Ｓに光電変換素子モジュール１００を設置する際、ケーブル
９は、光電変換素子モジュール１００と部材Ｓとの間に入り込み邪魔になることがない。
従って、容易に光電変換素子モジュール１００を部材Ｓに設置することができる。
【００５４】
　また、各光電変換素子１００ａ、１００ｂを平坦状のケーブル９で接続しているので、
ケーブル９上に、光電変換素子モジュールを制御する電子部品等を配置することができる
。
【００５５】
　（第２の実施形態）
【００５６】
　図３は、本発明の第２の実施形態に係る光電変換素子モジュールを示す断面図である。
なお、本実施形態の説明に当たり、第１の実施形態と同一または同等の構成要素には、同
一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００５７】
　図３に示すように、本実施形態の光電変換素子モジュール１０１は、２つの基板１上に
設けられた光電変換素子１００ｃ、１００ｄとケーブル９とを備えている。なお、光電変
換素子１００ｃと光電変換素子１００ｄは、同じ構成であるため、光電変換素子１００ｃ
についてのみ説明を行う。
【００５８】
　光電変換素子１００ｃの対向電極５８は、対向電極層５４と、対向電極層５４の光電変
換部３とは反対側に設けられた対向電極基板５３とを備える。対向電極５８の光電変換部
３側の面は、光電変換部３及び封止材６と接触する領域の外側の領域を有しておらず、対
向電極５８は、封止材６の外周で囲まれる領域の直上の領域のみに設けられている。また
、端子８が対向電極５８の光電変換部３とは反対側、すなわち光電変換素子１００ｃの上
側に設けられている。このため、対向電極５８の対向電極基板５３は、導電性の材料を用
いて構成されている。導電性の材料としては、チタン、ニッケル、金等の金属材料やＩＴ
Ｏ、ＦＴＯ等の導電性酸化物等が挙げられる。
【００５９】
　本実施形態の光電変換素子モジュール１０１によれば、ケーブル９が、対向電極５８の
光電変換部の反対側の面で光電変換素子１００ｄと電気的に接続されているため、封止材
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６が透明導電層２及び対向電極５８と接触し光電変換部３を包囲する限りにおいては、対
向電極５８の大きさを自由に構成することができる。このため、対向電極５８は、封止材
６で包囲された領域の直上の領域のみに設けられる構成とすることができる。このため対
向電極５８の小型化ができ、従って光電変換素子モジュール１０１の小型化ができる。
【００６０】
　（第３の実施形態）
【００６１】
　図４は、本発明の第３の実施形態に係る光電変換素子モジュールを示す斜視図である。
なお、本実施形態の説明に当たり、第１の実施形態と同一または同等の構成要素には、同
一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００６２】
　図４において、光電変換素子モジュール１０２は、光電変換素子１００ｂから光電変換
素子１００ａに電流が流れるように、光電変換素子１００ａ、１００ｂが、可とう性を有
する平坦状のケーブル９４で電気的に接続されている。ケーブル９４としては、例えばＦ
ＰＣが用いられる。
【００６３】
　本実施形態では、ケーブル９４上の略中心に電子部品としてダイオード９５が配置され
ている。図３において、ケーブル９４の導体９ａ、９ｂは、波線で示されており、導体９
ａが、光電変換素子１００ａと接続され、導体９ｂが光電変換素子１００ｂと接続されて
いる。また、ダイオード９５の幅は、ケーブル９４の幅に比べ小さいため、導体９ａ、９
ｂの幅は、ダイオード９５側が狭く、光電変換素子１００ａ、１００ｂ側が広くなってい
る。また、光電変換素子１００ｂから光電変換素子１００ａに電流が流れるため、ダイオ
ード９５は、アノードが導体９ｂに接続され、カソードが導体９ａに接続されている。
【００６４】
　ダイオード９５を設けることにより、光電変換素子１００ａの電位が、光電変換素子１
００ｂの電位よりも高くなったとしても、電流が光電変換素子１００ａから光電変換素子
１００ｂに逆流することが防止できる。
【００６５】
　本実施形態の光電変換素子モジュール１０２によれば、電流等を制御する電子部品がケ
ーブル上に配置されているため、電子部品を配置するために光電変換素子モジュール１０
２の他にプリント配線板等を設ける必要がない。
【００６６】
　以上、本発明の好適な実施形態を第１、第２、第３の実施形態を用いて説明したが、本
発明は、これに限らず種々の変形が可能である。
【００６７】
　例えば、第１、第２の実施形態では、各光電変換素子を電気的に直列に接続した例につ
いて説明をしたが、第１、第２の実施形態について、光電変換素子を電気的に並列に接続
した構成としても良い。
【００６８】
　図５は、光電変換素子同士が電気的に並列に接続された光電変換素子モジュールを示す
断面図である。図５においては、本発明の第２の実施形態で説明した光電変換素子１００
ｃ、１００ｄが電気的に並列に接続されている。
【００６９】
　図５に示すように、本実施形態の光電変換素子モジュール１０３は、光電変換素子１０
０ｃの端子８と光電変換素子１００ｄの端子８とが、可とう性を有する平坦状のケーブル
９１で接続され、光電変換素子１００ｃの端子７と光電変換素子１００ｄの端子７とが、
可とう性を有する平坦状のケーブル９２で接続されている。
【００７０】
　光電変換素子モジュール１０３と負荷とを接続する場合は、例えば、光電変換素子１０
０ｃの端子８と光電変換素子１００ｄの端子７とを負荷に接続すればよい。
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【００７１】
　また、各実施形態において、光電変換素子が、２つ接続された例を示したが、本発明は
、これに限らず３つ以上の光電変換素子を接続しても良い。
【００７２】
　また、各実施形態において、光電変換素子モジュールが、色素増感型の光電変換素子を
用いた光電変換素子モジュールを例として説明をしたが、本発明はこれに限らず、例えば
、シリコン系の光電変換素子や、薄膜系の光電変換素子を用いた光電変換素子モジュール
であっても良い。
【００７３】
　その他、基板１、透明導電層２、光電変換部３、対向電極５、ケーブル９等の各材料、
構成等は、本発明の課題を解決する範囲で種々変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る光電変換素子モジュールを示す断面図である。
【図２】図１の光電変換素子モジュールを部材上に設置する状態を示す斜視図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る光電変換素子モジュールを示す断面図である。
【図４】本発明の第３の実施形態に係る光電変換素子モジュールを示す斜視図である。
【図５】光電変換素子同士が電気的に並列に接続された光電変換素子モジュールを示す断
面図である。
【符号の説明】
【００７５】
１００，１０１，１０２，１０３・・・光電変換素子モジュール、１００ａ，１００ｂ，
１００ｃ，１００ｄ・・・光電変換素子、１・・・基板、２・・・透明導電層、３・・・
光電変換部、３１・・・半導体層、３２・・・電解質部、５，５８・・・対向電極、５１
，５３・・・対向電極基板、５２，５４・・・対向電極層、６・・・封止材、７，８・・
・端子、９，９１，９２，９４・・・ケーブル、９５・・・ダイオード
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